
・区内で下記の機能例をはじめとした取組を行い、地域での様々な新しい活動や価値を生み出

すことを目的とします。

・市民主体の自立的な運営が望まれますが、立ち上げ時などには、行政が必要に応じた段階的

支援を行います。

・将来的には区域全体に取組が広がることを目指していますが、立ち上げ時から区域全てを包

括する必要はありません。

随時受付

幸区における区域レベルの中間支援機能の基盤
の興味のある事業者等

 川崎市では、少子高齢化や人口減少など、今後予想される社会環境の変化を見据え、市民

一人ひとりが多様なつながりをつくり、自分らしく幸せに暮らせる地域社会の実現を目指し

ています。（※）幸区では、このための取組の一つとして、市民創発による区域レベルの中間

支援機能の基盤の創出に向けて取り組んでいます。取組に興味のある方からの御連絡をお待

ちしています。 

※詳細は                          で検索ください 

問い合わせ 

〒２１２－８５７０ 川崎市幸区戸手本町１－１１－１ 

幸区役所まちづくり推進部企画課（幸区役所４階） 

電話 ０４４－５５６－６６１２ 

ＦＡＸ ０４４－５５５－３１３０ 

メール 63kikaku@city.kawasaki.jp 

○人や団体・企業、資源（場所等）・活動をつなぐ

コーディネート・プロデュース機能

○相談・支援機能

○情報収集・発信機能

○人材育成・発掘機能

○その他、地域の特性や団体・活動のニーズに

合わせた必要とされる機能         等

川崎市 これからのコミュニティ施策の基本的考え方


